
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局について
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地域連携薬局の件数推移（二次医療圏別）
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認定が進まない理由は、認定取得のメリットが感じられない。更新には一定の実績要件が必要などと考えられる。
府としては、府民・関係機関等への周知啓発や、薬局・薬剤師への研修支援などに取り組む。
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大阪市 97(128) 守口市 3(8) 松原市 7(7) 忠岡町 0(1)

堺市 34(43) 枚方市 10(19) 羽曳野市 5(6) 泉佐野市 1(5)

豊中市 10(17) 寝屋川市 4(12) 藤井寺市 2(3) 泉南市 0(4)

池田市 7(5) 大東市 2(8) 大阪狭山市 3(3) 阪南市 3(4)

吹田市 24(19) 門真市 3(6) 太子町 0(1) 熊取町 2(3)

箕面市 7(8) 四條畷市 2(3) 河南町 0(1) 田尻町 1(1)

豊能町 0(2) 交野市 2(4) 千早赤阪村 0(1) 岬町 0(1)

能勢町 0(1) 八尾市 7(15) 岸和田市 3(11)

高槻市 17(18) 柏原市 2(8) 貝塚市 1(5)

茨木市 11(14) 東大阪市 12(25) 泉大津市 0(3)

摂津市 1(5) 富田林市 2(8) 和泉市 1(10)

島本町 1(2) 河内長野市 3(7) 高石市 1(3)

全数 291（令和7年12月31日時点）

地域連携薬局数（大阪府）

(参考)管轄別件数

薬務課 143

茨木HC 78

守口HC 26

藤井寺HC 31

泉佐野HC 13

4

※ カッコ内の数字は各市町村別
中学校区数

※大阪府では厚⽣労働省の想定軒数に準じた認定軒数を⽬指しています。
・地域連携薬局 ︓日常⽣活圏域(中学校区:府内458)ごとに少なくとも１薬局以上

※青字は⽬標認定軒数達成市町村
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（参考）都道府県別 地域連携薬局数
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大阪市圏域 ７（昨年比＋１）

北部︓北区１、都島区１
西部︓西淀川区１
東部︓中央区３
南部︓阿倍野区１

北河内圏域 １
枚方市1

中河内圏域 １
八尾市1

堺市圏域 3
堺区１、北区１、西区1

南河内圏域 ０（昨年比ー１）
申請中１（富田林市）

豊能圏域 ３（昨年比＋２）
吹田市２、池田市１

泉州圏域 ０

三島圏域 ４
高槻市３、茨木市１

全数１9（令和7年12月31日時点）

(参考)管轄別件数

薬務課︓10 茨木HC︓7 守口HC︓１

藤井寺HC ︓１ 泉佐野HC︓ 0
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専門医療機関連携薬局数（大阪府）

※大阪府では厚⽣労働省の想定軒数に準じた認定軒数を⽬指しています。
・専門医療機関連携薬局︓⼆次医療圏（府内:11）ごとに少なくとも１薬局以上
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（参考）都道府県別専門医療機関連携薬局数
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令和7年度 大阪府の取組状況
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【府民への周知・広報】
・大阪府ホームページで認定薬局制度の紹介や認定薬局リストの掲載
・認定薬局についてSNS（Facebook、もずやんX）で情報発信（8月１日、
１月15日）（※）

・府内のイオン４店舗で認定薬局の周知のチラシを配架（８月）
・「薬と健康の週間」での啓発資材(お薬手帳)の配布(10月19日)
・大阪府消費者フェアでの広報(web開催 10月17日～11月10日)
・大阪府民のための健康アプリ「アスマイル」を活用したＰＲ

コラム掲載（10月7日）,アンケート実施（10月20日～10月31日）

・認定薬局啓発ステッカーを作成し、すべての認定薬局へ配付

【薬局への周知】
・立入調査の際に、認定薬局の周知チラシを配布

【関係機関への周知・広報】
・薬事懇話会等での認定状況等の説明（堺市、豊能、北河内、中／南河内、泉州）
・大阪介護支援専門員協会の研修会で認定薬局の周知のチラシ500部を配布

【大阪府薬剤師会への周知・支援】
・大阪府薬剤師会が主催する認定薬局についての講習会（11月15日）において、
府内の認定状況等について紹介（※）

・高度・多様化する在宅患者ニーズへの対応力向上を図る研修等の実施を支援

※他府県の取組みを参考に実施
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認定薬局啓発ステッカー
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認定薬局を府民に知っていただくため、薬局において掲示できるス
テッカーを作成し、認定薬局への配付を令和７年８月より開始
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国における地域連携薬局等の見直しの検討
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「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」において、認定要件の見直しに向け
機能・役割について整理が行われている。
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＜主な内容＞

○地域連携薬局及び健康増進支援薬局(※)の制度の趣旨を明確にし、患者
や地域住民に役割や機能を分かりやすくする。求められる機能に応じ、
基準をメリハリのあるものとする。

(※)薬機法改正により、現行の健康サポート薬局（届出制）を認定制度
に変更（令和９年５月までに）

○具体的な基準の検討
・地域連携薬局は、在宅に力を入れている薬局として、平均月２回以上
という既存の基準をさらに引き上げ、健康増進支援薬局は、在宅の相
談対応に焦点を当て、実際の在宅対応までは求めない形で差をつけて
はどうか。

・国民の認知度が低いため、活動予定や実績を行政、多職種、地域住民
に積極的に発信・共有する体制整備に係る項⽬を盛り込んではどうか。

「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」の「これまでの議論のまとめ」
（令和7年8月29日）

国における地域連携薬局等の見直しの検討 資料１


